
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月１４日 ２２時００分ごろ 

発生場所 長崎県平
ひら

戸
ど

市的山
あ づ ち

大島北西方沖 

 的山大島長崎鼻灯台から真方位３０７°１４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.０′ 東経１２９°２０.０′） 

事故の概要  漁船第三十八海生龍
か い りゅ う

は、北進中、また、漁船第六十六安栄
やすえい

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月１１日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三十八海生龍、１９トン 

   ＮＳ２－２３４６２（漁船登録番号）、有限会社安栄水産 

   第２９２－５０７４７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第六十六安栄丸、１９トン 

   ＮＳ２－２３３９３（漁船登録番号）、有限会社安栄水産 

   第２９２－４８５７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板及び球状船首に凹損 

Ｂ 左舷中央部外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約１１m/s、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約２ｍ、潮流 北東流約１ノット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、１６Ｍレンジとしたレ

ーダー及び２４ＭレンジとしたＧＰＳプロッターを作動させ、約５kn

の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により魚群探索を行いな

がら北進していた。 

 Ａ船は、船長Ａが、船首方９００ｍ付近にＢ船を認めた後、ソナー

及び魚群探知機を見ていたところ、船首方１０ｍ付近までＢ船と接近

していることに気付き、主機を後進にかけたものの、Ｂ船と衝突し

た。 

 Ａ船の甲板員は、船室で仮眠をとっていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１０人が乗り組み、１６Ｍレンジとしたレーダ

ー及び２４ＭレンジとしたＧＰＳプロッターを作動させ、船首を南西

方に向けて機関を中立運転とし、潮流により約１kn の速力で北東方へ

圧流されながら漂泊して魚群探索を行っていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷方１,４００ｍ付近にＡ船を認めた後、ソ



ナー及び潮流計を見ていたところ、左舷側至近までＡ船が接近してい

ることに気付いたものの何もできず、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂ以外のＢ船の乗組員は、全員が船室で仮眠をとっていた。 

分析  Ａ船は、的山大島北西方沖を北進中、船長Ａが、船首方９００ｍ付

近にＢ船を認めた後、ソナー及び魚群探知機を見ていてＢ船に対する

見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船を避

ける時機を逸し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、的山大島北西方沖で漂泊中、船長Ｂが、左舷方１,４００

ｍにＡ船を認めた後、ソナー及び潮流計を見ていてＡ船に対する見張

りを適切に行っていなかったことから、衝突のおそれがある態勢で接

近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、的山大島北西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船

が漂泊中、船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかった

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・魚群探索を行う際には、見張り員を配置するなどして適切な見張

りを行うこと。 

 


